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国
　
保

入
院
時
の
食
事
代
が
減
額

長
期
入
院
該
当

　

過
去
１
年
の
う
ち
住
民
税
非
課
税
世
帯

（
70
歳
以
上
で
は
限
度
額
区
分
Ⅱ
の
世
帯
）の

期
間
で
、入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る
場
合
、

1
食
当
た
り
の
食
事
代
が
安
く
な
る
手
続
き

が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を「
長
期
入
院
該
当
」と

い
い
、マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
有
無
に
関
わ

ら
ず
、役
場
住
民
保
険
課
窓
口
で
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

▼
必
要
書
類　
窓
口
に
来
る
人
の
本
人
確
認

書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許

証
な
ど
）、入
院
期
間
が
わ
か
る
医
療
機
関
な

ど
の
領
収
書
、委
任
状（
別
世
帯
の
人
が
申
請

す
る
場
合
）

▼
問
合
先　
役
場
住
民
保
険
課
Ｇ
47-

５
０

２
０学

　
校

地
域
と
共
に
歩
む
学
校
づ
く
り

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ス
ク
ー
ル

　

令
和
８
年
度
か
ら
、長
柄
小
と
邑
楽
南
中

で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を
導
入
し
ま

す
。コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
は「
学
校

運
営
協
議
会
を
設
置
し
た
学
校
」の
こ
と
で

す
。学
校
と
地
域
が
力
を
合
わ
せ
、子
ど
も
た

ち
の
よ
り
良
い
環
境
づ
く
り
に
取
組
む「
地

域
と
と
も
に
あ
る
学
校
」を
目
指
す
た
め
の

仕
組
み
で
す
。

　
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
」の
理
解
を

深
め
、円
滑
な
導
入
や
運
営
に
つ
な
が
る
よ

う
保
護
者
や
地
域
住
民
向
け
に
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

▼
日
時　
３
月
５
日
㊍
午
後
７
時
～
８
時

▼
会
場　
長
柄
公
民
館

▼
申
込
方
法　
当
日
直
接
会
場
へ
来
場
す
る

（
事
前
申
し
込
み
不
要
）

▼
問
合
先　
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
Ｇ

47-

５
０
４
０

情報広場
年
金
・
税
金

付
加
年
金
制
度
の
ご
案
内

　
将
来
、よ
り
多
く
の
老
齢
給
付
金
を
受
け
る

た
め
に
、第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業
者
な
ど
）

や
、65
歳
に
な
る
ま
で
の
任
意
加
入
被
保
険
者

は
、希
望
に
よ
り
定
額
保
険
料
に
加
え
て
付
加

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
付
加
保
険
料（
月
額
）　
４
０
０
円

▼
付
加
年
金
の
受
給
年
額　
２
０
０
円
×
付

加
保
険
料
を
納
め
た
合
計
月
数

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
人
や
、

免
除
制
度
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、付
加
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
合
先　
太
田
年
金
事
務
所
Ｇ
49-

３
７

１
６ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
が
便
利

　
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
連

携
す
る
こ
と
で
、自
分
の
年
金
記
録
や
将
来
の

年
金
見
込
額
の
試
算
が
で
き
ま
す
。

　
ほ
か
に
も
、国
民
年
金
保
険

料
免
除・猶
予
、学
生
納
付
特
例

の
申
請
が
、24
時
間
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
行
え
ま
す
。

　
ま
た
、確
定
申
告
に
必
要
な「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」の
再
発

行
手
続
き
や
、通
知
書
を
電
子
デ
ー
タ
で
受
け

取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
問
合
先　
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
番
号
Ｇ

０
５
７
０-

０
５
８-

５
５
５（
一
部
の
Ｉ
Ｐ

電
話
Ｇ
０
３-

６
７
０
０-

１
１
４
４
）

今
月
の
納
税

▼
納
期
限

国
民
健
康
保
険
税（
８
期
）　  

３
月
２
日
㊊

介
護
保
険
料（
８
期
）　　
　

  

３
月
２
日
㊊

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
８
期
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

３
月
２
日
㊊

水
道
料
金
等（
１
月
検
針
分
）  

２
月
20
日
㊎

子
ど
も

乳
幼
児
の
一
時
預
か
り

　

病
気
や
事
故
、出
産
や

冠
婚
葬
祭
な
ど
で
一
時

的
に
保
育
が
困
難
と

な
っ
た
場
合
に
、保
育
園

で
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

▼
対
象　
町
内
在
住
で
、幼
稚
園
や
保
育
園

に
通
っ
て
い
な
い
小
学
校
就
学
前
ま
で
の

乳
幼
児
を
保
育
し
て
い
る
人

▼
保
育
期
間　
１
回
あ
た
り
３
日
以
内

※
土・日
曜
日
、祝
日
を
除
く
。

▼
保
育
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４

時
30
分
ま
で
の
希
望
す
る
時
間

▼
料
金（
１
日
あ
た
り
）　
【
３
歳
児
以
上
】

千
円
、【
３
歳
児
未
満
】２
千
円

▼
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　
風
の
子
保
育
園
Ｇ
88-

５
８
５
０

定 例 相 談

TOWN INFORMATION ORAORAORA

消費生活相談
平日・午前9時～午後4時30分
町消費生活センターＧ47-5047
交通事故相談
平日・午前9時～午後4時
県交通事故相談所Ｇ027-243-2511
年金相談（要予約）
2月19日㈭、3月19日㈭
午前10時～午後3時
太田年金事務所Ｇ49-3716
こころの健康相談
2月26日㈭・午後1時30分～3時
定員4人（先着順）
保健センターＧ88-5533
ストレス・こころの相談（要予約）
3月5日㈭・午後1時30分～3時
館林保健福祉事務所Ｇ72-3230
ひきこもり家族教室
月～金曜日（祝日除く）・午後1時30分～4時
ひきこもり支援センターＧ027-287-1121
自死遺族相談（要予約）
3月13日㈮・午前9時15分～
県こころの健康センターＧ027-263-1156

法律相談（要予約・定員8人）
2月21日㈯・相澤弁護士
3月21日㈯・神谷弁護士
午後1時～3時40分、邑楽町役場
役場住民保険課Ｇ47-5017
人権・行政相談（電話予約も可）
2月12日㈭・午後1時30分～4時
3月12日㈭・午後1時30分～4時
福島・猿橋・森戸・横山・齊藤・小倉相談員
役場住民保険課Ｇ47-5017
女性のための法律相談（要予約）
2月18日㈬・午後1時～5時
定員2人、ｺｽﾒ・ﾆｽﾄ千代田町ﾌﾟﾗｻﾞ
3月18日㈬・午後1時～5時
定員2人、ｺｽﾒ・ﾆｽﾄ千代田町ﾌﾟﾗｻﾞ
役場住民保険課Ｇ47-5017
福祉相談（専用電話）
月～金曜日（祝日除く）
午前9時～午後4時
社会福祉協議会Ｇ88-7620
小中学生に関する教育相談
月～金曜日（祝日除く）・午前9時～
午後5時・町教育相談室Ｇ88-9779

曜 対象年齢

月 自由開放日　※年齢を問わず自由に利用
できます。

火 1歳児　※令和5年4月2日～令和6年4月1
日生まれの子ども。

水 0歳児（後期）　※令和6年4月2日～はい
出した赤ちゃん。

木 0歳児（前期）・妊婦さん　※生後3カ月～
まだはわない赤ちゃん。

金 2歳児　※令和4年4月2日～令和5年4月1
日生まれの子ども。

▶申込・問合先　風の子保育園子育て支援室　Ｇ88-7655 （9:00～14:00）

子育て支援室

☆子育てに関する電話相談、来園相談も受け付
けています。受付時間は12:30～14:00です。

子育て中のお母さん、これから
お母さんになる妊婦さん、支援
室に遊びに来ませんか。風の子
保育園子育て支援室では、赤ち
ゃん体操や親子遊び、リズムや
園庭遊び、そしてお散歩や園外
遊びを親子で楽しんでいます。
また、子育ての悩みや疑問を出
し合える時間も大切にしていま
す。きっと子育ての参考になり
ますよ。ぜひどうぞ！

ふれあい保育

【火・水・金曜日】0歳～就学前の子どもと保護者
【月曜日】0歳～1歳の子どもと保護者　【木曜日】2歳以上の子どもと保護者　
▶問合先　子育て支援センター（中野幼稚園内）Ｇ88-4808（9:00～15:00）

3月の予定 【9:00～12:00】
※予定は変更になることがあります。

☆子育てに関する電話相談、来園
相談も受け付けています。

親子活動日

2日㈪ ひなまつりごっこ
5日㈭ お別れ会
9日㈪ 思い出製作

12日㈭・16日㈪ 読み聞かせ
19日㈭ 誕生会

開放日

3日㈫・4日㈬・10日㈫・
11日㈬・17日㈫・18日
㈬・24日㈫・25日㈬・26
日㈭・30日㈪・31日㈫

のびのび遊ぶ自
由時間が中心

6日㈮・13日㈮・27日㈮ サークル活動支
援・開放日

マイナンバーカードを持っている人は、マイナ
ポータルからオンラインで転出の届出をする
ことができます。詳しくはデジタル庁ホーム
ページをご覧ください。

問合先▶役場住民保険課Ｇ47-5015

役場へ来庁不要！
24時間いつでも
スマホで簡単手続き

※制度によっては窓口で手続きが必要な場合があります。

　森戸栄一さん（坪谷・22区）と横山みどりさん（本郷江原・29区）が1月
1日付けで人権擁護委員に委嘱されました。人権擁護委員は、法務大臣に
委嘱され、人権相談や問題解決の手伝いの他、啓発活動などを行っていま
す。人権相談の日程は本紙12ページ『定例相談』に掲載しています。
　森戸さんと横山さんは「今まで培ってきた経験を生かして、皆さんの役
に立つ委員を目指します。一番大切にしたいことは皆さんの笑顔です。ど
んなことでもお気軽に相談してください」と話していました。
▶問合先　役場住民保険課Ｇ47-5017

2人が人権擁護委員に委嘱されました

デジタル庁HPマイナポータル 電子証明書

ねんきんネット

納
税
は

便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

確実

便利

に納められるので
納め忘れがない

出かける手間が
ないので

新たに人権擁護委員に委嘱された横山さん（写真左）と森戸さん






